
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
既
存
住
宅
の
取
得

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
既
存
住
宅
の
取
得

後
の
居
住
の
用
に
供
す
る
期
限
等
の
特
例
）

後
の
居
住
の
用
に
供
す
る
期
限
等
の
特
例
）

第
四
条

省

略

第
四
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
住

３

同

上

宅
の
取
得
等
又
は
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
又
は
同

一

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
又
は
同

条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
の
新
築

令
和
二
年
九
月
三
十
日

条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
の
新
築

令
和
二
年
九
月
三
十
日

二

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
で
建
築
後
使
用

二

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
で
建
築
後
使
用

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
若
し
く
は
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
の
取
得
、
同
条

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
若
し
く
は
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
の
取
得
、
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
増
改
築
等

第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
増
改
築
等

（
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を
い
う
。
）
又
は
同
条
第
七
項
第
一
号
ロ

（
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を
い
う
。
）
又
は
同
条
第
十
一
項
第
一

に
規
定
す
る
認
定
住
宅
で
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
の
取
得

令
和
二

号
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
で
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
の
取
得

令
和

年
十
一
月
三
十
日

二
年
十
一
月
三
十
日

４
～
９

省

略

４
～
９

同

上

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
居
住
の
用
に
供
す

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
居
住
の
用
に
供
す

る
期
間
等
の
特
例
）

る
期
間
等
の
特
例
）

第
四
条
の
二

法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
条
第
一

第
四
条
の
二

同

上

項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
又
は
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
又
は
同

一

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
又
は
同

条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
の
新
築

令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
令

条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
の
新
築

令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
令

和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

二

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
で
建
築
後
使
用

二

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
で
建
築
後
使
用

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
若
し
く
は
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
の
取

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
若
し
く
は
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
の
取

得
（
同
項
に
規
定
す
る
取
得
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
租
税
特

得
（
同
項
に
規
定
す
る
取
得
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
租
税
特

別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で
定

別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で
定

1



め
る
も
の
の
増
改
築
等
（
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を
い
う
。
）
又
は

め
る
も
の
の
増
改
築
等
（
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を
い
う
。
）
又

同
条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
で
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い

は
同
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
で
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な

も
の
の
取
得

令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

い
も
の
の
取
得

令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
期

間

２
～

省

略

２
～

同

上

11

11

法
第
六
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
工
事
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施

法
第
六
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
工
事
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施

12

12

行
令
第
二
十
六
条
第
三
十
八
項
各
号
に
掲
げ
る
工
事
と
す
る
。

行
令
第
二
十
六
条
第
三
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
工
事
と
す
る
。

～

省

略

～

同

上

13

20

13

20

法
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

法
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

21

21

り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第

七
項
、
第
二
十
七
項
、
第
二
十
八
項
若
し
く
は
第
三
十
項
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災

七
項
、
第
二
十
六
項
、
第
二
十
七
項
若
し
く
は
第
二
十
九
項
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被

者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政

災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年

令
第
百
十
二
号
）
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措

政
令
第
百
十
二
号
）
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別

置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
七
項
第
一
号
中
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ

措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
七
項
第
一
号
中
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第

号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国

二
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
と
、

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
と

同
条
第
二
十
七
項
第
一
号
、
第
二
十
八
項
第
一
号
及
び
第
三
十
項
中
「
第
一
項
各
号
」

、
同
条
第
二
十
六
項
第
一
号
、
第
二
十
七
項
第
一
号
及
び
第
二
十
九
項
中
「
第
一
項
各

と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関

号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
東
日
本

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
東

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令

五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
」

第
十
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
各

と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関

号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
六
十
号
）
第
四
条

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
六
十
号
）
第

の
二
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。

四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。

・

省

略

・

同

上

22

23

22

23

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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